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釧路広域連合高山の森パークゴルフ場指定管理者業務仕様書 

 

１ 趣旨 

  この仕様書は、釧路広域連合高山の森パークゴルフ場条例（以下「設置条例」とい

う。）及び同条例施行規則に定めるもののほか、指定管理者が行う高山の森パークゴ

ルフ場の管理に関する業務（以下「管理業務」という。）の詳細について定めること

を目的とする。 

 

２ 管理業務に当たっての基本的な考え方 

（１）施設利用者の安全確保を第一とすること。 

（２）公の施設であることを念頭において、公平な運営を行うこととし、特定の団

体等に有利あるいは不利になる運営をしないこと。 

（３）効率的・効果的運営を行い、施設の効用を最大限に発揮するほか、適正な収

入の確保と経費の節減に努めること。 

（４）適切な広報を行うなど、施設の利用促進を積極的に行うこと。 

（５）利用者にとって快適な施設であるように努めること。 

（６）施設設備及び備品の維持管理を適切に行うこと。 

（７）施設の設置目的である地域住民の健康増進をより効果的に達成するため、必要

に応じて魅力ある自主事業を実施し、住民サービスの向上に努めること。 

（８）管理業務において取り扱う個人情報の保護を徹底すること。 

（９）省エネルギー、脱炭素、ごみの削減、再利用、再資源化など、環境に配慮した

運営を行うこと。 

 

３ 法令等の遵守 

  管理業務の実施に当たっては、次に掲げる法令等の規定に従い、適正に管理業務を

行わなければならない。 

（１）地方自治法及び同法施行令 

（２）個人情報の保護に関する法律 

（３）釧路広域連合高山の森パークゴルフ場条例 

（４）釧路広域連合高山の森パークゴルフ場条例施行規則 

（５）釧路市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例 

（６）釧路市情報公開条例 

（７）釧路市行政手続条例 

（８）釧路市暴力団排除条例 

（９）上記の各条例に基づく規則 

（10）その他管理業務に適用される法令 

   ※（５）（６）（７）の釧路市条例は、釧路広域連合条例として準用しています。なお、

一部に読み替えが必要な条文、準用しない条項等がありますので、必要に応じて広域

連合事務局にお問い合わせください。 

 

  指定管理期間中、関係法令等に改正があった場合は、改正された内容を仕様とする。 
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  指定管理者が、施設の管理運営に係る各種規程等を作成する場合には、釧路広域連

合（以下「広域連合」という。）と協議を行うこと。 

 

４ 施設運営の体制及び管理業務の水準 

（１）運営体制の整備について 

  ① 人員の配置等に関すること。 

   ア 本施設に総合的管理業務に専従する統括管理者を１名決定しておくこと。 

   イ 開場時間中は、受付・案内業務に係る従業員（臨時職員を含む）を常時１名

以上配置すること。 

   ウ 管理業務に係る従業員（臨時職員を含む）の雇用形態、人数、勤務形態等に

ついては、本施設の管理運営に支障がないように配置すること。 

   エ 受付・案内、設備操作・保守管理及び施設内外の清掃、各種業務における責

任体制を確立すること。 

   オ 従業員に対して、施設の管理運営に必要な研修を実施すること。 

  ② 本施設の管理に係る経理と他の事業等との経理を区分し、利用料金収入の管理、

帳簿作成等の経理業務に必要な体制を整備すること。自主事業を行う場合は、自

主事業に係る経理についても同様に他の事業等との経理を区分すること。 

 

（２）事業計画について 

    指定管理者は、毎年度の管理業務開始前に年度事業計画書を作成し、指定する

期日までに広域連合へ提出すること。（前年度の１１月末日までに次年度の年度

事業計画書案を作成し、広域連合と協議すること。） 

 

（３）業務の記録、報告等について 

  ① 利用記録、施設維持管理日誌、設備点検記録表、管理運営に要した経費等の収

支状況などにより管理業務に関する記録を行うこと。 

  ② 指定管理者としての収入及び支出については、他の業務と区分した金銭出納簿

に記録するほか、他の事業等で利用する口座とは、別の専用の口座を設けること。 

また、本施設の管理業務と本施設における自主事業については、それぞれ経理

を区分すること。 

  ③ 毎月１０日までに前月の管理業務に係る次の事項の実施状況及び利用状況に

ついて事業報告書を提出すること。 

   ・利用者数 

   ・利用団体数 

   ・利用料金収入の状況 

   ・利用料金減免の状況 

   ・自主事業の実施状況、利用状況 

   ・その他広域連合長が管理業務等の実施状況を確認するために必要とする事項 

  ④ 毎年度終了後、４月３０日までに前年度の管理業務に係る次の事項についての

実績報告書を提出すること。 

   ・利用実績（利用者数、利用団体数、利用料金収入、利用料金減免状況） 

   ・利用状況の分析報告書 
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   ・管理業務の実施状況 

   ・管理業務に係る収支状況（収支決算報告書） 

   ・自主事業の実施状況、利用状況、収支状況 

・その他広域連合長が管理業務等の実施状況を確認するために必要とする事項 

  ⑤ 広域連合は、指定管理者の管理する施設の適正を期するため、指定管理者に対

して当該管理の業務又は経理の状況に関し報告を求め、実地に調査し、又は必要

な指示を行うことがあるが、指定管理者は、合理的な理由なく、これを拒否する

ことができない。また、指定管理者の出納その他の事務の執行については、広域

連合監査委員による監査の対象となる。 

 

（４）個人情報保護について 

指定管理者が管理業務において個人情報を取り扱う場合については、個人情報の

保護に関する法律の規定によることとし、適切な対策を講じること。 

 

（５）情報公開、施設情報等の提供について 

  ① 広域連合が準用する釧路市情報公開条例第２５条の規定により、指定管理者は、

管理業務に関して保有する文書の公開に努めなければならないこと。 

  ② 指定管理者は、施設に関する情報や利用者の需要に合った情報などの利用者及

び住民に有益な情報を、ホームページ等により積極的に公開・提供するよう努め

ること。 

 ③ 広域連合は、指定管理者が管理を行う施設に関する文書であって、広域連合が

保有していないものに関し閲覧、写しの交付等の申出があったときは、指定管理

者に対し、当該文書を提出するよう求めるものとする。 

  ④ 上記③の場合における指定管理者の情報公開に係る事務の処理については、広

域連合が準用する「釧路市指定管理者情報公開要綱」及び「釧路市指定管理者情

報公開事務取扱要領」によるものとする。 

 

（６）開設期間、開場時間、休場日について 

  ① 開設期間、開場時間 

    設置条例施行規則第３条第１項に規定するとおり、開設期間は５月１０日から

１０月３１日まで、開場時間は午前９時から午後６時まで（午後６時前に日没の

場合は日没まで）としている。なお、指定管理者が住民サービスの向上、利用者

の利便性の向上に有効と判断するときは、開設期間及び開場時間を変更すること

ができる。 

  ② 休場日 

    本施設の安全かつ適正な管理と良好なコース状況の維持に資するため、設置条

例施行規則第４条第１項に規定するとおり、月曜日を休場日（月曜日が国民の祝

日に当たるときはその翌日）と規定している。なお、指定管理者は、特に必要が

あると認めたときは、休場日を変更し、又は臨時に休場日を定めることができる。 

  ③ 変更等の報告 

    指定管理者が開設期間、開場時間及び休場日を変更等した場合は、広域連合長

に報告しなければならない。 
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（７）施設利用の承認について 

  ① 次のフローに従い、利用申請の受付、承認及び利用料金の収受を行うこと。 

   ○ 利用申請の受付（個人利用の場合は、入場の際に口頭で受付。１００人以上

の団体利用の場合は、利用申請書を受付。） 

   ↓ 

   ○ 申請内容等の確認（利用承認基準に照らし、利用を制限する場合の各項目に

該当しないことを確認） 

   ↓ 

   ○ 利用の承認（団体利用の場合は、利用承認書を交付） 

   ↓ 

○ 利用料金の収受（個人利用、団体利用ともに利用時に利用券を購入） 

  ② 利用承認の基準（利用の制限） 

    設置条例第７条各号のいずれかに該当する者の利用を制限するほかは、申請に

基づき利用を承認すること。 

  ③ 利用承認の取消し等 

設置条例第１２条各号のいずれかに該当するときは、利用の承認を取消し、

又は利用を停止させることができる。 

  ④ 設置条例第７条第３号の「管理運営上支障があると認められる者」及び同第１

２条第５号の「管理運営上支障があると認められるとき」とは、具体的には次の

場合とする。 

   ○釧路市暴力団排除条例第２条第１号に規定する暴力団、同条第２号に規定する

暴力団員又は同条第３号に規定する暴力団関係事業者であると認められる場

合 

   ○集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある団体の利益になると

認められる場合 

   ○指定管理者又は広域連合職員の指示に従わない場合 

  ⑤ 疑義がある場合は、広域連合事務局と協議すること。 

  ⑥ 利用承認基準については、受付窓口等に説明文書を備え置き、申請者からの問

い合わせに対して即座に示せるようにしておくこと。（※指定管理者は、利用承

認に関する業務を行うに当たっては、行政手続条例における行政庁の立場とな

る。） 

 

（８）利用料金の収受及び減免について 

  ① 設置条例第９条第１項に基づく利用料金を利用者から収受すること。 

  ② 設置条例第１０条及び設置条例施行規則第７条第１項各号に規定する場合に

は、申請に基づき利用料金を減免し、利用料金減免承認書を交付するものとする。 

  ③ 設置条例施行規則第７条第１項第６号の規定に基づき、釧路広域連合清掃工場

地域連絡協議会設置要綱第３条第１項に定める各町内会等が行う大会などにつ

いては、それぞれ年１回に限り、減免を承認すること。 

  ④ 利用料金に係る消費税の適格請求書等保存方式（インボイス制度）への対応に

ついては、法令等に基づき、指定管理者が適切に対応すること。 
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（９）施設及び設備の維持管理について 

  ① 施設及び設備等の保守管理業務 

   ○ 本施設を適切に管理運営するために、日常的に点検を行い、利用者の安全を

確保するとともに、美観の保持に努めること。    

   ○ 必要に応じて、巡視、清掃、消耗品の交換、修理、定期点検等を行い、施設

及び設備等の管理業務計画を作成すること。 

   ○ 本施設は、公益社団法人日本パークゴルフ協会の公認コースに認定されてい

ることから、維持管理に当たっては、同協会が示す規則及び基準等を遵守する

とともに、利用者が快適に利用できるコースの健全な整備と安全の確保に万全

を期すこと。 

   ○ 業務に当たっては、必要な知識・技能・経験を習得した技術者により作業、

立会い等を行うこと。特にコースの管理には、一級造園技能士の知見を充分に

発揮させること。 

   ○ 冬季間の閉場中において、閉場直後には芝の整備と設備の防寒養生など、翌

年の開場前にはコースの点検、整備などを適切に行うこと。 

   ○ 施設及び設備等に異常を発見した場合は、その被害等を防止するための応急

処置や使用停止等、必要に応じて適切な措置を講じること。 

   ○ 甚大な破損等を発見した場合は、速やかに広域連合に報告し、対応を協議す

ること。 

   ○ 本施設の設備及び備品の種類・数については、別添「施設概要書」記載のと

おり。 

   ○ 備品台帳を作成・更新し、備品の管理を行うこと。 

   ○ 施設、設備及び備品等が破損・消耗等した場合は、１件３０万円未満の更新、

修繕、補給等にあっては、指定管理者の費用と責任において実施すること。 

○ １件３０万円以上の修繕等にあっては、広域連合及び指定管理者との間で協

議し、原則として広域連合の費用と責任において実施するものとする。 

○ 施設機能として必要な備品等については、広域連合が支払う指定管理費及び

利用料金収入によって指定管理者が購入する場合（更新、修繕、改造、弁償、

調達、補給等を含む）も、広域連合に帰属するものとする。広域連合と協議し

た上で指定管理者が自ら購入又は搬入し、管理業務において使用する備品等に

ついては、指定管理者に帰属するものとする。備品の管理においては、広域連

合に帰属する備品と指定管理者に帰属する備品の区分を明確にすること。 

  ② 施設清掃業務 

   ○ 敷地全体を含めた本施設について、良好な環境衛生、美観の保持、安全かつ

快適な空間を保つため、適切な清掃業務を実施すること。 

   ○ 清掃実施の際は、できる限り利用者の妨げにならないように配慮すること。 

   ○ 日常清掃、定期清掃の計画を立てること。 

   ○ 業務記録や必要に応じて事前調査を行い、常時清潔な状態を保つように努め

ること。 

  ③ 廃棄物処理業務 

   ○ 釧路市の定める廃棄物処理方法により、分別を行った上、事業系ごみとして

適切に処理すること。 
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   ○ 廃棄物の発生抑制に努めること。 

  ④ 保安警備業務 

   ○ 施設内・敷地内の防犯、防火及び防災に万全を期し、利用者が安心して利用

できる環境を確保するよう、適切に保安警備業務を実施すること。 

   ○ 開場時には、部外者の出入状況の確認、鍵の保管・開錠施錠の記録、不審者

の発見及び侵入防止、来訪者への対応、遺失物管理などを適切に行うこと。ま

た、利用者の急病等の場合には、適切に対応すること。 

   ○ 閉場時には、施設内・敷地内の戸締り、消灯、異常の有無の確認及び火災予

防点検等を行うこと。 

  

  【参考資料】過去３年間における光熱水費の推移 

    ①電気料金 

年度 数量(年間) 総額 

令和３年度 4,155kwh 157,098円 

令和４年度 3,953kwh 170,100円 

令和５年度 3,708kwh 145,042円 

    ②水道料金（１月～３月は休止） 

年度 数量(年間) 総額 

令和３年度 44㎥ 27,354円 

令和４年度 37㎥ 28,034円 

令和５年度 42㎥ 28,222円 

     ※本施設の設備において、下水道料金、ガス料金、その他燃料代等に該当はない。 

 

（10）自主事業の実施について 

  ① 自主事業計画書により、事前に広域連合の承認を得て実施すること。 

  ② 自主事業の実施においては、住民・利用者のニーズに係る有効な調査を実施し、

事業の計画及び実施に反映させること。 

 ③ 事業の対象者は、住民・利用者の年齢層などを考慮したものであること。 

 ④ 特定の団体等のみを対象とした事業を実施することはできない。 

 ⑤ 事前に広域連合の承認を得て、自主事業の実施により収入を得ることができる

が、料金設定が著しく高額とならないようにすること。 

  ⑥ 利用者等の利便性向上のために自動販売機の設置や物販を行う場合は、事前に

広域連合の承認を得て、施設使用料を広域連合に支払うこと。 

  ⑦ 施設の空きスペースを活用し事業を行う場合は、一般の利用枠を十分に勘案し

た日程等の調整を行うこと。 

 

（11）利用者の安全確保、災害等の対応等について 

  ① 防犯・防災対策、災害等の緊急時対策等の各種マニュアルを作成し、利用者の

安全確保対策、避難誘導体制、通報、広域連合への状況報告等について、責任体

制を明確にし、従業員を指導し、万一に備えた訓練を行うこと。 

  ② 震度５弱以上の地震が発生した場合は、広域連合と指定管理者との協議により
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役割分担し、利用者の安全確保対策、通報、状況報告等必要な対応を行うこと。 

  ③ 緊急事態、非常事態、不測の事態については、遅滞なく適切な対応を行うこと。 

 

（12）広域連合主催事業への協力等について 

必要な範囲における広域連合が実施する事業への協力及び広域連合が出席を要

請する会議への参加をすること。 

 

（13）指定期間の満了時の引継ぎ業務 

  ① 指定期間の満了に先立ち、広域連合が次期指定管理者選定のための説明会、施

設の視察等を実施する場合には、これに協力すること。 

 ② 次期指定管理者への管理業務の引継ぎについては、次期指定管理者の指定後、

本施設が円滑かつ支障なく管理運営されるよう、管理業務に必要なものを指定管

理者の費用において適切に引き継がなければならない。引継ぎ等を行う場合にあ

っては、広域連合は、引継ぎが円滑に行われるよう合理的な範囲で協力するもの

とする。 

 

（14）指定管理者の原状回復義務 

指定管理者は、その指定の期間が満了したとき又はその指定を取り消され、若

しくは期間を定めて施設の管理に関する業務の全部若しくは一部の停止を命じ

られたときは、その管理をしなくなった施設及び設備を直ちに原状に復しなけれ

ばならない。ただし、当該期間の満了後引き続き指定管理者に指定されたとき又

は広域連合長の承認を得たときは、この限りでない。 

 

５ 業務の再委託 

   指定管理者は、本事業の全部を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。

ただし、一部の業務（設備の保守点検、警備、清掃等）について、広域連合長が承

認した場合は、再委託することができるものとする。 


